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第二章 拠出金の納付及び再処理等の実施 

第一節 拠出金の納付 

（拠出金） 

第四条 特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使

用済燃料の再処理等業務（第四十一条各号に掲げる使用済燃料再処理機構（以下この章にお

いて「機構」という。）の業務をいう。以下同じ。）に必要な費用に充てるため、各年度（毎

年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。第七条第一項において同じ。）、一の機構に対

し、拠出金を納付しなければならない。 

２ 前項の拠出金の額は、拠出金単価（機構ごとに、使用済燃料の単位数量当たりの再処理

等業務に必要な金額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以

下この条において同じ。）に特定実用発電用原子炉設置者の特定実用発電用原子炉の前年度

の運転に伴って生じた使用済燃料の量を乗じて得た額とする。 

３ 前項の拠出金単価は、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、機構が再処理を行う使用済

燃料の量及び再処理に伴い発生する核燃料物質の量並びにこれらを元に機構が再処理等業

務を行うために要する費用の長期的な見通しに照らし、再処理等業務を適正かつ着実に実

施するために十分なものとするために機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定め

なければならない。 

４ 機構は、拠出金単価を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可

を受けなければならない。 
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５ 機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、

当該認可に係る拠出金単価を特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。 

６ 経済産業大臣は、機構の業務の実施の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、

機構に対し、拠出金単価の変更をすべきことを命ずることができる。 

 

（拠出金の納付等） 

第七条 特定実用発電用原子炉設置者は、各年度の六月三十日（その年度に特定実用発電用

原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日）ま

でに、拠出金を、第四条第二項の使用済燃料の量、拠出金の額その他経済産業省令で定める

事項を記載した申告書に添えて、第五条第一項の規定により届け出た機構（前条第一項の規

定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。以下この章において同じ。）に納

付しなければならない。 

２ 前項の申告書には、第四条第二項の使用済燃料の量を証する書類として経済産業省令

で定める書類を添付しなければならない。 

３ 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が第一項に規定する期限までに同項の申告書を

提出しないとき、又は同項の申告書に第四条第二項の使用済燃料の量若しくは拠出金の額

の記載の誤りがあると認めたときは、拠出金の額を決定し、これを特定実用発電用原子炉設

置者に通知する。 

４ 前項の規定による通知を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、拠出金を納付してい

ないときは同項の規定により機構が決定した拠出金の全額を、納付した拠出金の額が同項

の規定により機構が決定した拠出金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受け

た日から十五日以内に機構に納付しなければならない。 

５ 特定実用発電用原子炉設置者が納付した拠出金の額が、第三項の規定により機構が決

定した拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の拠出金及び次

条第一項の延滞金があるときはこれに充当してなお残余があれば還付し、未納の拠出金が

ないときはこれを還付しなければならない。 

６ 機構は、拠出金を第一項の納期限（第三項の規定による通知があった場合にあっては、

第四項の納期限。次条第一項及び第九条において同じ。）までに納付しない特定実用発電用

原子炉設置者があるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。 

７ 経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を公表するものとする。 

８ 拠出金の延納その他拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。 

 

第二節 再処理等の実施 

第九条 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が拠出金（拠出金が第七条第一項の納期限ま

でに納付されないときは、拠出金及び延滞金。以下この条において同じ。）を納付したとき

は、認可実施計画に従い、当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。 




